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都道府県単独事業の予算規模について
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①
は
、
国
の
修
学
支
援
金
制
度
に
準
ず
る
授
業
料
支
援
を
計
上
し
て
い
る
が
、
他
の
分
類
に
該
当
す
る
予
算
が
含

ま
れ
る
場
合
、
ま
と
め
て
計
上
し
て
い
る
。

　
④
は
、
国
の
就
学
支
援
金
制
度
で
は
支
援
対
象
外
の
者
へ
の
支
援
（
専
攻
科
の
生
徒
等
）
や
、
国
か
ら
の
補
助
の

自
治
体
負
担
分
（
家
計
急
変
の
授
業
料
支
援
等
）
を
計
上
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
①
～
④
に
該
当
し
な
い
支
援
（
貸
与
型
の
支
援
、
通
信
制
高
校
に
通
う
生
徒
へ
の
教
科
書
給
与
、
入
学
検
定

料
補
助
、
公
立
高
校
に
通
う
生
徒
を
対
象
と
し
た
入
学
金
免
除
等
）
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
算
定
外
と
し
て
い
る
。

計



在住地・在校地について



在住地主義・在校地主義に関する都道府県の意見 （平成２８年度）
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私立 公立
○ 対象者の把握がしやすく、支給漏

れを防ぐことができる

○ 生徒・保護者に分かりやすい、申
請の負担を軽減できる

○ 住民以外への給付について、他の
自治体との調整や、全額国庫負担に
する等の財政面の課題を解決した上
で、双方在校地主義が望ましい

就学支援金は在校地
奨学給付金は在住地

（現行制度）

いずれも在校地 いずれも在住地 その他

○ 自治体の財源で、住民以外に給付を
行うことに、住民の理解が得られない

○ 現行制度に問題を感じていない、慣れ
ている

○ いずれも在校地にすることで、財政的
な負担が増加する

○ 就学支援金と、住民を
対象とした県独自の支援
を併せて周知可能

○ ①と②はほぼ同数。公立・私立による偏りは見られない。
○ 流入が多い自治体は①（現行制度）、流出が多い自治体は②（いずれも在校地）を選ぶ傾向がある（次頁参照）。
○ ①と選択している都道府県でも、「いずれも在校地にした場合、住民以外の者に給付を行うことについて、住民の理解が得
られない」という、在校地にすることが困難であることを理由としているものが半数以上あり、④（その他）を選択した都道
府県においても、同様の課題を解決した上で、在校地主義にするのが望ましいという意見が多数を占めた。
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（参考）地方消費税の清算

○ 地方消費税については、国から払い込まれた地方消費税を最終消費地に帰属させるため、消費に関連した基準によって都道
府県間で清算が行われている。（税収：49,742億円（平成27年度決算額）※平成29年地方財政計画額：45,993億円）

○ 「小売年間販売額」と「サービス業対個人事業収入額」の合算額、「人口」、「従業者数」等を指標としている。
○ 全都道府県から委託を受けた地方共同法人地方公共団体情報システム機構が、清算を一手に行っている。

総務省
「地方消費税に関する検討会」

（平成29年４月25日）資料



国が対象としていない授業料支援について



支給限期間の上限を超過した生徒等への支援（地方単独事業）

【条件なし】

○ 期間・理由等の条件を定めていない≪多数≫
← 国の就学支援制度が開始する前から、単独事業で、期間・

理由を問わず支援していたため、国の支援が開始したこと
を以て、その対象を狭める理由にはならないとして、継続し
ている等

【理由について条件を設けている場合】

○ 学校長が意見書を提出

○ 学校が認める場合に対象にする
（病気、怪我、不登校等が対象。成績不良や、停学に
よる出席日数不足は対象外）

○ 学校が意見書を提出し、審査会（外部有識者）での検
討を行った上で判断

【期間について条件を設けている場合】

○ 12か月分を上限としている

【所得制限の厳格化】

○ 対象を年収約350万円未満の世帯に限定

支給期間の上限を超過した生徒への支援：19自治体

【条件なし】

○ 期間等の条件を定めていない≪多数≫

【期間について条件を設けている場合】

○ 48か月（通信制）以内で取得した場合に限定

74単位を超過した生徒への支援：13自治体

【条件なし】

○ 理由等の条件を定めていない≪多数≫

既卒者への支援：５自治体

【休学中の者への支援】

○ 休学中でも授業料が発生する場合には支給

その他の支援

※ 私立高校における休学中の授業料の扱いについては、全
額徴収、一部軽減（１/２、１/３等）、支払不要、休学期間に
よって変動等、学校によって異なっており、一定の基準があ
るものではない。
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奨学給付金の学校設置者代理受領について



奨学給付金における学校徴収金との相殺について 

質 問 項 目 パターン１（公立） パターン２（公立） パターン３（私立） 

１．すべての学校で相殺を行っているのか 行っている 

 

行っていない 

※希望した学校のみ 

行っていない 

※希望した学校のみ 

２．すべての生徒について相殺を行っているのか 行っている 

※要綱において未済がある場合は、

給付金を未済に充てることについ

て学校長に委任するとの規定あり 

委任状の提出があった生徒は相殺

を行う 

委任状の提出がない生徒以外は相

殺を行う 

３．委任状等の提出を求めているのか 委任状を提出 

※未済金がある場合は、金額の記載

あり 

委任状を提出 

※未済金がある場合は、費目、金額

の記載あり 

委任状を提出 

４．相殺の対象費目は何か PTA 会費、図書費、遠足費、諸会費 諸会費 施設整備費、進路指導費、実習費、

教材費 

５．未済金より給付金支給額が大きい場合、相殺

に関する事務はどこが行うのか。 

その場合の支給はどのように行うのか 

県において相殺額を確認し、学校と

保護者にそれぞれ振込む 

県立高校は、学校にて相殺を行い、

残額を保護者へ支給。 

市立高校、国立高校は、県において

相殺額を確認し、学校と保護者にそ

れぞれ振込む 

学校において相殺を行い、残額を保

護者へ支給。 

なお、相殺を行わない学校も含め

て、すべての学校に給付金を振込

み、学校から支給される 

６．県への申請の流れ 申請書及び委任状等を学校に提出。

学校にてとりまとめの上、県に提出 

申請書及び委任状等を学校に提出。

市立高校、国立高校は、学校にてと

りまとめの上、県に提出 

申請書及び委任状等を学校に提出。

学校にてとりまとめの上、県に提出 



高大接続改革について



今後のスケジュール

○今後の人口減少や経済社会の変化、就業構造の変化の中で、イノベーションを創出し、生産性を向上させるためには、一

人一人の能力の高度化が不可欠。このような中で、今後の時代を生きる上で必要となる資質・能力＝学力の３要素※を育成

するため、高等学校教育・大学教育・大学入学者選抜の一体改革を実施

※①知識・技能 ②思考力・判断力・表現力 ③主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学ぶ態度

○平成２８年３月の高大接続システム改革会議「最終報告」を踏まえ、有識者による検討・準備グループ等において具体的

な検討を推進。同グループによる「論点整理」（平成２９年３月）や実践研究校の協力を得て実施した試行調査（平成２９

年１～３月）の結果を踏まえ、平成２９年５月に実施方針の検討素案を公表。関係団体から意見をいただくとともに、パブ

リックコメントを募集し、これらの意見を踏まえた実施方針を７月１３日に策定、公表。

趣旨・概要

◆「高校生に求められる基礎学力の確実な習得」と「学習意欲の喚起」を図るため、平成30年度中の運用開始を目指す

・名称は、「高校生のための学びの基礎診断」とする

・文部科学省が一定の要件を示し、民間の試験等（※）を認定するスキームを創設し、基礎学力の定着度合いについて

公的な質保証がなされた多様な測定ツールの整備・活用を促進

・各高校等における活用を通じて指導の充実を図り、PDCAサイクルの取組を促進

・制度の充実に向けた調査研究を継続し、その成果を基に高校教育の振興施策を展開

※現行の民間の試験等の１回当たりの受検料は２千円台～５千円台の設定が比較的多くみられる。

平成２９年７月 認定基準等について「高校生のための学びの基礎診断」検討WGにおいて専門的な議論を開始

（※高校・教育委員会等の関係者，民間事業者等の意見を考慮）

１２月中 「認定基準（案）」公表

（※パブリック・コメント実施）

平成３０年３月中 「認定基準」策定

（※周知・広報）

夏頃～初冬 申請、審査、認定・情報提供

高校生のための学びの基礎診断について



大学入学者選抜改革

＜現 行＞ 【平成３２年度～】

択一式問題のみ
記述式問題
の導入

英語 「読む」「聞く」
のみ

４技能評価
へ転換

学力の３要素が評価
できていない入試

早期合格による高校
生の学習意欲低下

新たなルール
の設定

共
通
テ
ス
ト

個
別
選
抜

◆ 受検生の「学力の３要素」について、多面的・総合的に評価する入試に転換
① 知識・技能 ② 思考力・判断力・表現力 ③ 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

◆ 高大接続改革実行プラン、高大接続システム改革会議最終報告に沿って、大学入学者選抜の改革を着実に推進
◆ 平成３２年度 「大学入学共通テスト」開始 ※記述式、英語４技能

平成３６年度 新学習指導要領を前提に更に改革

○センターが作問、出題、採点する。採点には「民間事業者」を活用。

○国語：８０～１２０字程度の問題を含め３問程度。
数学：数式・問題解決の方略などを問う問題３問程度。

○平成３６年度から地歴・公民分野や理科分野等でも記述式を導入
する方向で検討。

○英語の外部検定試験を活用し、「読む」「聞く」「話す」「書く」の
４技能を評価。

○センターが、試験の内容と実施体制を評価し、入学者選抜に適し
た試験を認定。各大学の判断で活用（高３時の２回まで）。

○共通テストの英語試験は、認定試験の実施・活用状況等を検証しつつ、
平成３５年度までは継続して実施。

○各試験団体に、検定料の負担軽減方策を講じることを求めるとともに、
各大学に、受検者の負担に配慮して、できるだけ多くの種類の認定試験
の活用を求める。

○ＡＯ入試・推薦入試において、小論文、プレゼンテーション、教科・科
目に係るテスト、共通テスト等のうち、いずれかの活用を必須化。

○調査書の記載内容も改善。

○出願時期をＡＯ入試は８月以降から９月以降に変更。
合格発表時期をＡＯ入試は１１月以降、推薦入試は１２月以降に設定
（これまでルールなし）。

平成29年7月13日
公表資料より抜粋



奨学給付金のデータ（平成28年度実績）について



高校生等奨学給付金の受給者数・受給率 （都道府県別，平成２８年度）
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全国 12.6％

文部科学省調べを基に作成

○ 高校生等奨学給付金の受給者は，大阪（約4万２千人），東京（約2万7千人）の順に多く，福井（約2200人），島根（約2300人）の順

に少ない。

○ 高校生等奨学給付金の受給率は，沖縄（29.１%）で最も高く，新潟（８.０%），東京（8.１%）富山（８.２%）の順に低い。

（人）



高校生等奨学給付金の受給者数・受給率 （都道府県別，国公・私立別）

○ 高校生等奨学給付金の受給者数は，すべての都道府県で国公立の方が多い。

○ 高校生等奨学給付金の受給率は，28団体で私立の方が高い。
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都道府県の実施する貸与型奨学金事業の状況
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文部科学省調べを基に作成

○ 都道府県の実施する貸与型奨学金事業の貸与実績は，平成２１年度に比べて減少。

貸与率： 5.2％（H21）→ 4.0％（H28） 1.2％減（対H21年度比4.0万人減）

貸与者一人当たり貸与額： 292 千円（H21）→ 248千円（H28） ４万４千円減（対H21年度比総額174億円減）
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貸与者一人当たり
貸与額（右軸）
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私立 私立

国公立

貸与率（右軸）

※貸与率は，高等学校（本科・専攻科・別科）に対する貸与者の割合。



都道府県の実施する貸与型奨学金事業の状況 （国公立・私立別の割合）
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文部科学省調べを基に作成

○ 都道府県の実施する貸与型奨学金事業の貸与実績は，貸与者数・貸与額共に私立に通う生徒の割合が増加傾向。

貸与者数のうち私立に通う生徒の割合： 49.0％（H21）→ 54.2％（H28） （＋5.2％）

貸与金額のうち私立に通う生徒の割合： 63.3％（H21）→ 65.9％（H28） （＋2.6％）

＜貸与者数の割合＞
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都道府県の実施する貸与型奨学金事業の状況 （都道府県別貸与者数・平成２８年度）
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学校基本調査を基に作成

○都道府県の実施する貸与型奨学金事業の貸与者は大阪，福岡の順に多く，最も少ないのは富山。

大阪府 約3.3万人 福岡県 約1.8万人 富山県 216人

○24団体では，公立に通う貸与者よりも，私立に通う貸与者の人数が多い。



都道府県の実施する貸与型奨学金事業の状況 （都道府県別貸与金額・平成２８年度）
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文部科学省調べを基に作成

○都道府県の実施する貸与型奨学金事業の貸与金額は大阪，福岡の順に多く，最も少ないのは富山。

大阪府 約43億円 福岡県 約40億円 富山県 約0.6億円

○37団体では，公立に通う生徒への貸与金額よりも，私立に通う生徒への貸与金額が多い。

（千円）



都道府県の実施する貸与型奨学金事業の状況
（都道府県別貸与者一人当たり貸与金額・平成２８年度）
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文部科学省調べを基に作成

（千円）

○都道府県の実施する貸与型奨学金事業の貸与者一人当たり貸与金額は埼玉，島根，東京の順に多く，最も少ないのは大阪。

○すべての団体において，公立に通う貸与者一人当たり貸与金額よりも，私立に通う貸与者一人当たりの貸与金額の方が高い。



中途退学者等のデータ（最新値）について
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高等学校長期欠席者数の推移 （平成18年度～平成28年度，事由別）

（人）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成

○ 高等学校の長期欠席者数を事由別にみると，近年，減少し続けているのは，
・平成23年以降の経済的理由による長期欠席者
・平成24年以降の不登校による長期欠席者

旧制度開始
現行制度開始
（学年進行）
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経済的理由による高等学校長期欠席者数の推移（平成18年度～平成28年度，国公私別）

（人）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成

○ 高等学校の長期欠席者数は旧制度が開始した平成22年度に低下し、一旦上昇した後、減少傾向。
特に新制度開始後は、公立・私立ともに大きく減少している。

現行制度開始
（学年進行）

旧制度開始
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高等学校中途退学者数の推移（平成18年度～平成28年度，事由別）

（人）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成

○ 通信制課程を対象とした平成25年度以降，事由別の中途退学者数をみると，「学校生活・学業不適応」「進路変更」
「問題行動等」については，中途退学者数及び構成比ともに減少し続けている。
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～
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～
～
～
～
～

注１：平成25年度からは、高等学校通信制課程も調査
注２：中途退学者１人につき，主たる理由を一つ選択
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（学年進行）

旧制度開始
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（人）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成

○ 経済的理由による中途退学者は，全日制・定時制は一貫して減少している。平成25年度より調査対象となった通信制に
ついては，平成27年度まで増加していたが、平成28年度は減となっている。
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旧制度開始

現行制度開始
（学年進行）

注１：平成25年度からは、高等学校通信制課程も調査
注２：中途退学者１人につき，主たる理由を一つ選択


